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諮問庁：法務大臣 

諮問日：令和５年３月９日（令和５年（行個）諮問第８１号） 

答申日：令和６年２月１日（令和５年度（行個）答申第１６３号） 

事件名：特定刑事施設が保有する本人に係る診療録等の一部開示決定に関する

件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

   別紙に掲げる各文書に記録された保有個人情報（以下「本件対象保有個

人情報」という。）につき，その一部を不開示とした決定については，

審査請求人が開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている

部分は，不開示とすることが妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）７６条１項の規定

に基づく開示請求に対し，令和４年１２月２８日付け仙管発第１６７７号

により仙台矯正管区長（以下「処分庁」という。）が行った一部開示決定

（以下「原処分」という。）において，不開示とした情報のうち，一部に

ついて，不開示としたことに理由はない。 

２ 審査請求の理由 

審査請求人の主張する審査請求の理由の要旨は，審査請求書によると，

おおむね以下のとおりである。なお，審査請求人は意見書を提出している

が，審査請求の理由に該当する記載が見受けられないので，その内容は記

載しない。 

 （１）不服部分の表示 

ア 令和４年１２月５日受付第個○○号 診療録（特定年月日Ａから特

定年月日Ｂまで）（特定刑事施設）の法７８条７号該当部分とされる 

特定病院のＦＡＸ番号 

情報の不開示 

イ 同診療録及び新型コロナウイルス接種予診票（特定刑事施設）の法

７８条５号該当部分とされる 

本人の現在の居室 

情報の不開示 

 （２）審査申立の理由 

   ア 特定病院のＦＡＸ番号については，理由はない。 

     なぜなら，開示されている証拠がある。ＴＥＬ・ＦＡＸ番号として， 
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     特定医療機関Ａ ○○○－○○○－○○○○ 

     特定医療機関Ｂ ○○○－○○○－○○○○ 

     特定法務局   ○○○－○○○－○○○○ 

     〃       ○○○－○○○－○○○○ 

     特定刑事施設  ○○○－○○○－○○○○ 

     〃       ○○○－○○○－○○○○ 

     特定医療機関Ｃ ○○○－○○○－○○○○ 

     特定医療機関Ｄ ○○○－○○○－○○○○ 

     特定医療機関Ｅ ○○○－○○○－○○○○ 

    と診療録などを処分庁より開示され，上記のとおり番号は知れている

ことからして以て不開示につき理由はない。 

   イ 本人の現在の居室についても理由はない。 

     なぜなら 

（ア）審査申立人が自ら開示請求人であること 

   （イ）審査申立人が自ら記載した事項も含まれること 

   （ウ）信書の発信の際は封被封緘部分の裏面等に自身の収容居室等の記

入が定められており，不特定多数の外部の者らに周知出来うる情報

であること 

   （エ）信書の受信の際は刑務所が封被表面の収容者氏名の横部分に，称

呼番号や収容居室を記入した上で収容者に受信を交付し，これら受

信を宅下げの際に至っても，自身で消したり，刑務所側が消したり

もせず宅下人へ送付手続を執り，したがって周知出来うる情報源で

あること 

     からして，以て不開示につき，理由はない。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 本件審査請求は，審査請求人が仙台矯正管区長（処分庁）に対し，令和

４年１２月５日受付保有個人情報開示請求書により，本件対象保有個人情

報の開示請求を行い，これを受けた処分庁が，その一部を不開示とする決

定（原処分）を行ったことに対するものであり，審査請求人は，原処分に

おいて不開示とされた部分のうち，特定法人のファクシミリ番号及び審査

請求人本人が原処分が行われた時点で現に収容されていた居室等収容場所

に関する情報（以下「本件不開示部分」という。）の開示を求めているこ

とから，以下，本件不開示部分の不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件不開示部分の不開示情報該当性について 

（１）本件不開示部分のうち，別表に掲げる部分について 

本件対象保有個人情報は，特定刑事施設において保有する審査請求人

本人の診療記録に記録された保有個人情報であるところ，本件不開示部

分のうち，別表に掲げる部分については，特定法人のファクシミリ番号
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であり，当該情報は法７８条各号に規定される不開示情報に該当せず，

開示することが相当である。 

（２）本件不開示部分のうち，別表に掲げる部分以外の部分について 

本件不開示部分のうち，別表に掲げる部分以外の部分（以下「本件不

開示維持部分」という。）は，審査請求人本人が原処分が行われた時点

で現に収容されていた居室等収容場所に関する情報が記録されており，

当該情報を開示することにより，規律違反行為，逃走，身柄の奪取，そ

の他の異常事態をじゃっ起させ，又は同行為等をじゃっ起しようとする

者が，これらの情報を利用し，効果的な方法等を考案するなどし，その

発生の危険性を高めることが考えられ，刑の執行その他の公共の安全と

秩序の維持に支障を及ぼすおそれが認められることから，当該情報は，

法７８条５号に規定される不開示情報に該当する。 

３ 原処分の妥当性について 

以上のとおり，本件不開示部分について，別表に掲げる部分を除き，法

７８条５号に規定される不開示情報に該当すると認められることから，原

処分のうち，本件不開示維持部分を不開示とした決定は，妥当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和５年３月９日   諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同月２３日      審議 

④ 同年４月３日     審査請求人から意見書を収受 

⑤ 令和６年１月２６日  本件対象保有個人情報の見分及び審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件開示請求について 

本件開示請求は，本件対象保有個人情報の開示を求めるものであるとこ

ろ，処分庁は，本件対象保有個人情報につき，その一部を法７８条５号及

び７号に該当するとして不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は，不開示部分のうち，本件不開示部分の開示

を求めているところ，諮問庁は，別表に掲げる部分を除き，原処分は妥当

であるとしていることから，以下，本件対象保有個人情報の見分結果を踏

まえ，本件不開示部分のうち，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部

分（本件不開示維持部分）の不開示情報該当性について検討する。 

２ 本件不開示維持部分の不開示情報該当性について 

本件不開示維持部分は，特定刑事施設において保有する別紙の１及び２

の文書に記録された保有個人情報のうち，審査請求人本人が原処分が行わ

れた時点で現に収容されていた居室等収容場所に関する情報が記録されて

いる部分と認められる。 
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当該収容場所については，審査請求人本人が承知している情報であると

は認められるものの，これを開示することにより，規律違反行為，逃走，

身柄の奪取，その他の異常事態をじゃっ起させ，又は同行為等をじゃっ起

しようとする者が，これらの情報を利用し，効果的な方法等を考案するな

どし，その発生の危険性を高めることが考えられ，刑の執行その他の公共

の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある旨の上記第３の２（２）

の諮問庁の説明は，不自然，不合理とはいえない。 

そうすると，本件不開示維持部分は，これを開示することにより，刑の

執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政

機関の長が認めることにつき相当の理由があると認められるので，法７８

条５号に該当し，不開示としたことは妥当である。 

３ 審査請求人のその他の主張について 

（１）審査請求人は，審査請求書において，処分庁から「行政不服審査法１

９条５項の教示がない」と主張しているが，当審査会において，諮問

書に添付された開示決定通知書（写し）を確認したところ，同通知書

において，原処分に対する不服申立て等に係る教示は適切にされてお

り，処分庁の対応に違法は存しないから，この点の審査請求人の主張

は採用できない。 

（２）審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するもので

はない。 

４ 本件一部開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，その一部を法７８条５

号及び７号に該当するとして不開示とした決定については，審査請求人が

開示すべきとし，諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分は，同条５

号に該当すると認められるので，不開示とすることが妥当であると判断し

た。 

（第１部会） 

委員 合田悦三，委員 木村琢麿，委員 中村真由美  
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別表（諮問庁が新たに開示する部分） 

 

対象文書 開示する部分 開示箇所 

別紙の１ ２０枚目及び２１枚目 不開示部分全部 
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別紙 いずれも特定刑事施設保有 

 

１ 診療録（特定年月日Ａから特定年月日Ｂまで） 

２ 新型コロナウイルス接種予診票 

３ 心電図（特定年月日Ｃから特定年月日Ｄまで） 


